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   三田市農業共済条例を廃止する条例の制定について 

 

 三田市農業共済条例を廃止する条例を次のとおり定める。 
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三田市条例第  号 

 

三田市農業共済条例を廃止する条例 

 

 三田市農業共済条例（平成３０年三田市条例第４２号）は、廃止する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（三田市特別会計条例の一部改正） 

２ 三田市特別会計条例（昭和３９年三田市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

  第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上

げる。 

（三田市農業共済事業特別会計に係る経過措置） 

３ 前項による改正前の三田市特別会計条例第２号の規定は、三田市農業共済事業

特別会計に係る令和元年度以前の収入及び支出並びに決算については、なおその

効力を有する。 

 （農業共済事業及び事務の承継） 

４ 三田市の農業共済事業及び事務は、令和２年４月１日から兵庫県農業共済組合

がこれを承継する。 

 


